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見 積 公 告 

 

次のとおり見積公告に付します。 

 

令和３年１１月９日 

全国健康保険協会奈良支部 

支部長 河田 光央 

 

１ 調達内容 

（１）調達件名  健康づくり推進イメージキャラクター「ヘルシカくん」イラスト作成 

         について 

（２）仕様等   仕様書による 

（３）納品期限  令和３年１２月２４日（金） 

（４）納品場所  奈良市大宮町７－１－３３ 奈良センタービル４階 

         全国健康保険協会 奈良支部 

（５）見積方法   

見積金額は、作成にかかる費用、デザイン料、物品の納品に要する運送費用など、納

品を行うための一切の諸経費を含めた総価とする。 

見積書を提出期限内に提出し、最低価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方

とする。入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額（消費税を含まない金額）を見積

書に記載すること。 

 

２ 競争参加資格 

（１） 全国健康保険協会会計細則第３０条及び第３１条の規定に該当しない者であること。 

（２） 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

（３） 当該案件を確実に履行できると認められる者であること。 

（４） 全国健康保険協会から業務等に関し競争参加資格停止措置を受けている期間中でない 

こと。 

（５） 損害賠償請求を全国健康保険協会から受けていない者であること。 

 

３ 見積書の提出場所等 

（１）仕様書の交付場所及び見積書提出先 

    〒630-8535  奈良市大宮町７－１－３３ 奈良センタービル４階 

            全国健康保険協会奈良支部 企画総務グループ  担当：小宅 

                電話 0742-30-3702    

（２） 仕様書の内容に関する問い合わせ先 

    〒630－8535  奈良市大宮町７－１－３３ 奈良センタービル４階 

全国健康保険協会奈良支部 企画総務グループ  担当：山本 
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            電話 0742-30-3702 

（３）見積書の提出期限 

    令和３年１１月２２日（月） 午後１時００分 必着 

 

４ 見積書の提出方法 

(1) 見積書の様式は任意の様式で差し支えないが、件名、見積年月日、事業所名を記載し、

代表者印を押印したものに限る。 

(2) 提出後の見積書の差替え、変更又は取消しは認めない。 

(3) 見積書は、郵送もしくは持参による方法で提出すること。電話、FAX 等その他の方法

による提出は認めない。 

 

５ その他 

  （１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

  （２）契約保証金 免除 

  （３）版権は全国健康保険協会奈良支部に帰属するものとする。 

  （４）詳細は、仕様書による。 

以上 

 

 

 

【参考】 

全国健康保険協会会計細則（一部抜粋） 

（競争に参加させることができない者） 

第 30 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当する者を競争に参加させることができ

ない。 

（1） 契約を締結する能力を有しないもの。ただし、未成年、被保佐人及び被補助人であって、

契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。 

（2）破産者で復権を得ない者 

（3）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第二

号に掲げる者 

 

（競争に参加させないことができる者） 

第 31 条 企画総務部長等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があ

った後３年以内の期間を定めて競争に参加させないことができるものとする。 

（1）契約の履行にあたり故意に工事製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をした者 

（2）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連

合した者 

（3）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（4）監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者 
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（5）正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

（6）契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

（7）前各号のいずれかに該当する事実があったことにより３年以内の期間を定めて競争に参加

させないこととされている者を、その期間、代理人、支配人その他の使用人といて使用した者 

２ 企画総務部長等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても競

争に参加させないことができる。 

３ 第１項の適用を受けるものに関する事務の取扱いについては、別に定めるところによる。 

 

全国健康保険協会倫理規程（一部抜粋） 

（退職者による依頼等の規制） 

第 23 条 役職員であった者は、退職後２年間、役職員に対し、当該役職員であった者が退職後

にその地位に就いている営利企業等又はその他の営利企業等に対して便宜を図るために職務上

の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。 

 

以上  
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仕 様 書 

１． 件 名   

健康づくり推進イメージキャラクター「ヘルシカくん」イラスト作成について 

 

２．規 格   

全国健康保険協会奈良支部（以下「委託者」）が、健康保険制度の周知や、生

活習慣病予防健診及び特定健診等の保健事業推進のために作成するホームペ

ージやパンフレット等で使用できるように、委託者がホームページ等で使用し

ている鹿のイラスト（下記①～④）をベースにして、次のイラストを作成する。

服装・表情等は適宜変更可。 

 

【 ①鹿のイラスト 】           【 ②鹿のイラスト（女の子） 】 

                   

【 ③講師のイラスト 】          【 ④家族のイラスト 】 

                 

 

 

（１） （PC かタブレットで）オンライ

ン面談を受けているイラスト 

・①をベース 

・①の斜め後ろ姿越しに、画面には③の

顔が映っている 

（２） マンツーマンで面談（保健指

導）をしているイラスト 

・相談者は①、指導者は③をベース 

・机を挟んで③が話し、①が真剣に聞

いている様子 

・机の上にいくつか書類がある 

 

（３） 大きな旗を振っているイラスト 

・①をベース（単体） 

・旗は委託者が自由に文字を差し込める

よう、白くて大きめのもの 

 

（４） ピクニックをしているイラス

ト 

・④をベース（家族） 

・リュックを背負っている 

・楽しそうな表情 

・歩いている躍動感がある 

（５） 筋トレをしているイラスト （６） ビールを飲んでいるイラスト 
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・①をベース（運動服） 

・ダンベルを片手ずつ持っている 

・一生懸命な表情で汗が数滴飛んでいる 

 

・①をベース 

・酔っていて、顔がほのかに赤い 

 

（７） 腕巻き式血圧計で測定しているイ

ラスト 

・①をベース 

・座って片腕を机の上に置き、測定して

いる 

・無表情 

 

（８） 走ってゴールしたイラスト 

・①をベース 

・ゴールテープを切る直前で両手を挙

げている 

・まわりや背景に紙吹雪が飛んでいる 

・笑顔 

 

（９） 体調が悪そうなイラスト 

・①をベース 

・マスクをつけて咳をしている 

・目が＞＜ 

（１０）応援しているイラスト 

・メガホンを片手に持ち、片手は拳（グ

ー）を突き上げている 

・真剣な表情 

 

３．数 量   

イラスト 10 点 

 

４．校 正 

受託者は、提供した原稿データ等に基づき複数回の校正を行い、委託者の了解

を得 ること。 

 

 

５．納 期 

令和 3 年 12 月 24 日（金） 

 

６．納入方法  

作成したイラストは、以下の要件を満たしたうえで、委託者に納品すること。 

（１） イラストは背景を透過処理し、委託者がホームページやパンフレット等

に使 用できる形式（png、jpeg、ai 形式）で納品すること。 

（２） ウイルス対策ソフトによるウイルスチェックが行われること。 

※シマンテック社「Symantec Endpoint Protection」以外を使用するこ

と。 

（３） ウイルスチェック証明書 

作成した媒体を納品する際、（２）に係る「ウイルスチェック作業証明書」

（様式１）を添付すること。 

（４） 未使用の CD-R（又は DVD-R）を使用 

一回だけ書込みが可能な媒体を使用し、データ書込み時にファイナライ

ズすること。 



 6 / 6 

 

（５） データには暗号化・パスワード設定がされていること。 

（６） 作成した CD-R （又は DVD-R）の納品は、安全な運搬方法（受託者の

職員による直接持ち込み又はセキュリティ便等）を用いること。 

 

７．著作権   

作成されたイラストの現著作物及び二次的著作物の著作権は、委託者に帰属す

る。 

また、受託者は著作者人格権を行使しないものとする。 

 

８．その他 

（１）材料、校正、搬送等にかかる全ての費用を含むこと。 

（２）本業務の主たる業務を第三者に請け負わせることを認めない。 

（３）納品物に重大な欠陥があった場合は、受託者の責任において速やかに交

換する  

こと。 

（４）本仕様書に定めの無い事項については、委託者と受託者とで協議のうえ決

定する。 

 

以上 

 


